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令和５年度 天草市一般廃棄物処理実施計画 

 

 

１ 目的 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条及び同法施行規則第１条の３の規定に基づき、

一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、令和５年度天

草市における一般廃棄物処理実施計画を定める。 

 

２ 計画の期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 処理計画の対象区域及び人口等の見込み 

天草市全域とする。 

人口 75,315 人  世帯数 36,184 世帯 （令和５年１０月１日見込） 

 

４ 一般廃棄物の排出（施設搬入）の状況 

令和２年度から令和３年度における一般廃棄物の排出状況及び令和４年度における排出見

込みについては、次のとおりである。 

区  分 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実 績 量 実 績 量 見 込 量 

ご み 25,382ｔ 25,081ｔ 24,580ｔ 

（１人１日当たり） （886g） （893g） （893g） 

し尿及び浄化槽汚泥等 45,501 ㎘ 45,026 ㎘ 43,484 ㎘ 

  （令和２年度のごみ搬入量には、「令和２年７月豪雨により発生した災害廃棄物」を含まない。） 

 

５ 一般廃棄物の処理主体 

一般廃棄物処理（ごみ処理）は、収集運搬を委託業者及び許可業者（事業系一般廃棄物及

び家庭系臨時ごみの収集運搬）で行い、中間処理及び最終処分を天草市、天草広域連合並び

に委託業者・許可業者で行う。ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物はこの限りで

はない。また、小型家電（小型充電式電池を含む）、水銀体温計・血圧計、ライター等の特定

の品目及び紙類については、市役所本庁や支所等で拠点回収を実施する。 

一般廃棄物処理（し尿処理）は、収集運搬を委託業者及び許可業者で行い、中間処理及び

最終処分を天草市、上天草衛生施設組合、天草広域連合（最終処分）で行う。 

 

区   分 収 集 運 搬 中 間 処 理 最 終 処 分 
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燃やせるごみ 委託及び許可業者 
天草市、天草広域連合、許可

業者 

天草市、天草広域連合、 

委託（民間） 

燃やせないごみ 委託及び許可業者 
天草市、天草広域連合、許可

業者 

天草市、天草広域連合、 

委託（民間） 

資源物 委託及び許可業者 
天草市、天草広域連合、許可

業者 
容リ協・民間売却 

し尿 委託及び許可業者 天草市、上天草衛生施設組合 
天草市 
上天草衛生施設組合 
天草広域連合 

浄化槽汚泥等 委託及び許可業者 天草市、上天草衛生施設組合 
天草市 
上天草衛生施設組合 
天草広域連合 

 

６ 処理計画 

⑴ ごみ処理計画 

① ごみの排出抑制・再資源化計画 

「天草市一般廃棄物処理基本計画」に掲げるごみ処理に係る課題に対応すべく、以下

に示す取組みを主に実施する。 

 

○ 事業系ごみの排出抑制及び適正処理 

排出事業者に対して、適正な排出、資源化の推進について周知を図り、事業系一般

廃棄物の分別徹底を推進する。 

○ 家庭ごみの排出抑制及び資源化の推進 

ごみの分別・減量化の周知・啓発を行うとともに、生ごみの減量化を図る。 

○ ライフスタイルの改善 

市民がライフスタイルの見直しを考えるきっかけとするため、環境教育・環境学習

を実施し、環境意識の向上を図るとともに、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク

ル）を推進する。 

   

ア 排出抑制の方法 

ごみの排出抑制を図るため、次の事業を行う。 

事 業 名 目 的 ・ 内 容 摘  要 

生ごみ処理容器等設置

補助事業 

生ごみの排出抑制を図るため、バイオ式・乾燥式
の生ごみ処理容器等の設置に対する補助を行う。 

実施予定基数 

800 基  

資源物回収活動団体報

奨金事業 

資源物の回収促進を図るため、各種団体による資
源物の回収に対する補助を行う。 

実施予定団体数 

75 団体 

資源物回収活動区報奨

金事業 

市が収集した資源物の中から売却して得た収益
金の還元を行政区に行う。 

行政区 

362 地区 
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イ 再資源化の方法 

分別により収集したごみについて、次のとおり再資源化を図る。 

ごみの種類 再資源化の方法 

燃やせないごみ 
燃やせないごみは、天草市及び天草広域連合の施設で分別、破砕、圧

縮等を行い再資源化を図る。 

粗大ごみ 
粗大ごみは、天草市及び天草広域連合の施設で分別、破砕、圧縮等を

行い再資源化を図る。 

資源物 

・ペットボトル、プラマーク容器包装類、段ボールは不純物を取り

除き、圧縮梱包する。 

・布、衣類は再利用できるものとウエスに分別する。 

・白色発泡トレー、発泡スチロールは破砕熱処理し減溶する。 

・空きビンは、手選別により、透明、茶色、その他の色に３分別する。 

・空き缶は、磁力選別機等でアルミ缶とスチール缶に分別した後、圧

縮処理する。 

・段ボール、新聞・チラシ、飲料用パック、その他の紙、生きビン、蛍

光灯・白熱灯、生活金物類、小型家電は分別する。 

・廃食用油は売却する。 

・乾電池は、県外の処理業者に委託し、再資源化を図る。 

 

  ウ 再資源化計画及び量                        （単位：t） 

資源物種類 
牛深 
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

御所浦 
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

西天草 
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

本渡地区 
清掃ｾﾝﾀｰ 

松島地区 
清掃ｾﾝﾀｰ 

合 計 

ペットボトル  29 10 16 123 8 186 

白色発泡トレー・ 
発泡スチロール 

2 0 1 11 0 14 

プラマーク容器
包装類 

37 3 16 258 6 320 

紙類 48 32 80 727 28 915 

飲料用パック類 3 1 1 3 0 8 

段ボ－ル 32 32 26 207 16 313 

布・衣類 3 3 1 37 3 47 

ビン類 46 23 18 248 16 351 
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生きビン 11 0 6 13 1 31 

空き缶類 18 9 23 67 5 122 

廃食用油 6 2 3 17 1 29 

蛍光灯・白熱灯 1 0 0 2 0 3 

乾電池 3 0 2 13 1 19 

生活金物類 
(不燃回収金属含む) 

95 22 59 474 9 659 

ガス缶 3 0 2 0 0 5 

小型家電 0 0 0 9 1 10 

計 337 137 254 2,209 95 3,032 

 

② 収集・運搬計画 

ア 収集運搬するごみの種類と方法 

 （ア） 区分 

○ 家庭から排出されるごみ 

生活ごみは地区ごとに決められたステーションに出すか、多量で地区ステーシ

ョンの許容量を超えるごみについては、収集運搬を許可業者へ委託するか、市若

しくは天草広域連合の処理施設、又は許可業者の処理場に自ら搬入する。  

  ○ 事業活動に伴い排出されるごみ 

排出事業者において産業廃棄物と一般廃棄物に区分し、一般廃棄物の収集運搬

は許可業者へ委託するか、市若しくは天草広域連合の処理施設、又は許可業者の

処理場へ自ら搬入する。 

（イ）種類及び分別回収 

分別回収は、地区のステーションにおいて、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資

源物に分けて実施する。 

資源物については、①ペットボトル、②白色発泡トレー・発泡スチロール、③プ

ラマーク容器包装類、④新聞・チラシ、⑤段ボール、⑥飲料用パック（牛乳パック、

その他紙パック）、⑦その他の古紙、⑧布・衣類、⑨空き缶類、⑩生きビン、⑪透明

のビン、⑫茶色のビン、⑬その他の色のビン、⑭ガス缶、⑮食用油、⑯蛍光管（蛍

光灯・白熱灯）、⑰乾電池、⑱生活金物類に分別する。また、⑲小型家電（小型充電

式電池を含む）、⑳水銀体温計・血圧計及び○21ライター類については、市施設で拠点

回収を行う。 
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（ウ）収集方法 

家庭から地区のステーション（紙類の拠点回収ステーション及び訪問介護拠点ス

テーションを含む。）に排出された燃やせるごみ、燃やせないごみ及び資源物は、委

託業者で収集運搬する。 

市施設（53 箇所）で拠点回収した小型家電などは、直営で収集運搬する。 

事業活動によって生じるごみ及び臨時に出る多量の家庭ごみ等については、許可

業者で収集運搬する。 

 

ごみの種類 
収集 
主体 

収集 
方式 

収集 
回数 

収集容器等 収集運搬業者（所在地・名称） 

家
庭
系
ご
み 

燃やせる 

ごみ 
委託 

ス
テ
䤀
シ
䣼
ン 

週 2回 有料指定袋 

（委託業者） 

・本渡町本戸馬場2340-3 
  協業組合本渡清掃公社 

・牛深町 334-1 
  ㈲森繁産業 

・牛深町 121-1 

  光琳産業㈲ 

・有明町大島子 2964-3 

  有明公衆衛生社 

・有明町大浦 3422 
  ㈲力丸産業運輸 

・御所浦町御所浦 2147 
  ㈲天草エコ･クリーン 

・倉岳町棚底 2099 

  ㈱くらたけ 

・栖本町湯船原 792 

  ㈱豊建設 

・新和町小宮地 5208-89 
  ㈲新和清掃 

・五和町城河原１丁目 2795-2 
  ㈱大栄クリーン工業 

・天草町高浜北 3578-3 

  ㈲下田クリーン産業 

・天草町高浜南 588 

  山寿産業 

・宮地岳町 3807 
  ㈱成和開発 

・志柿町 6817-39 
  ㈱天草急行運輸 

燃やせない 

ごみ 
委託 

ス
テ
䤀
シ
䣼
ン 

月 1回 
有料指定袋 

有料シール券 

資源物 委託 

ス
テ
䤀
シ
䣼
ン 

月 2回 無料コンテナ収集 
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ごみの種類 
収集 
主体 

収集 
方式 

収集 
回数 

収 集 
容器等 

収集運搬業者（所在地・名称） 

し尿及び浄化

槽その他の排

水を処理する

ための設備か

ら生じた汚泥

（天草市汚泥

再生処理セン

ター条例（平成

１８年天草市

条例第１５７

号）第２条の２

に限る。）を除

く事業系及び

臨時の家庭ご

み 

許可 個別 
不定期 

随 時 

指定 

無し 

（許可業者） 

・枦宇土町 7-1     吉田産業㈱本渡支店 

・佐伊津町 2166     ㈲環境社      

・下浦町 3281-84    ㈲熊本クリーン開発 

・太田町 10-16     ㈲天草環境開発   

・楠浦町 140-7     中村商店      

・宮地岳町 3807     ㈱成和開発     

・上天草市大矢野町登立 3355-1 

八光海運㈱熊本支店 

・牛深町 334-1     ㈲森繁産業     

・牛深町 121-1     光琳産業㈲    

・有明町大浦 3422   ㈲力丸産業運輸   

・有明町小島子 477-8  ㈲木村建材     

・新和町小宮地 5208-89 ㈲新和清掃     

・五和町城河原 1-2795-2 ㈱大栄クリーン工業 

・天草町高浜北 3578-3 ㈲下田クリーン産業 

・天草町高浜南 588   山寿産業      

・御所浦町御所浦 2147 ㈲天草エコ･クリーン 

 

（運搬業の許可） 

天草郡苓北町から本渡地区清掃セ

ンター（天草市楠浦町）への運搬 

・太田町 10-16          ㈲天草環境開発 

・天草郡苓北町志岐 2315  ㈲苓北清掃社 

・天草郡苓北町志岐 18   ㈲松栄建設 

 

イ 収集区域の範囲と収集運搬するごみの量 

収集区域は、天草市の全域とする。 

ごみの種類 
計画収集 
人口 

自家処理 
人口 

計画収集量（ｔ） 
直接搬入量 
（ｔ） 

自家処理量 
（ｔ） 

燃やせるごみ 75,315 0 

直  営 0 

2,773 0 
委  託 8,239 

許  可 6,480 

計 14,719 

燃やせないごみ 75,315 0 

直  営 0 

1,057 0 
委  託 980 

許  可 588 

計 1,568 

資源物 75,315 0 

直  営 0 

214 0 
委  託 2,101 

許  可 88 

計 2,189 

ごみ排出量計（合計 22,520ｔ） 18,476 4,044         0 
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（運搬の委託） 

運搬場所 ごみの種類 運搬業者（所在地・名称） 

御所浦町から 

牛深クリーンセンター及び

牛深リサイクル品保管庫へ

の運搬 

粗大ごみ、白色発泡トレ

ー・発泡スチロール、プラ

マーク容器包装類 

御所浦町御所浦 2147 

㈲天草エコ･クリーン 

御所浦町から 

島外の再資源化業者への運

搬 

空き缶類、布類、段ボール、

紙類、紙パック 

御所浦町御所浦 2147 

㈲天草エコ･クリーン 

 

③ 中間処理計画 

天草市及び天草広域連合の処理計画による。 

  

ア 天草市及び天草広域連合、委託・許可業者における中間処理計画 

計 画 搬 入 量 （ｔ） 

 
直 営 委 託 許 可 

直接 

搬入量 
合 計 

牛深 
クリーンセンター 

0  1,696 1,072 605 3,373 

御所浦 
クリーンセンター 

0  368 233 131 732 

西天草 
クリーンセンター 

0  983 622 350 1,955 

本渡地区 
清掃センター 
（天草市の搬入量） 

0  7,885 4,984 2,819 15,688 

松島地区 
清掃センター 
（天草市の搬入量） 

0  388 245 139 772 

計 0  11,320 7,156 4,044 22,520 

 

イ 天草市及び天草広域連合、委託・許可業者における処理方法 

（天草市、天草広域連合） 
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種  類 処 理 方 法 
中間処理量

（t） 
処理区分 

燃やせるごみ 

牛深クリーンセンター、御所浦クリーン
センター及び西天草クリーンセンター
で焼却処理を行う。 

4,707 焼却 

本渡地区清掃センター及び松島地区清
掃センターで焼却処理を行う。 

12,785 焼却 

燃やせないご
み 

牛深クリーンセンター、西天草クリーン
センターの不燃物処理施設で破砕処理
後、資源物を回収し、燃やせるごみは焼
却施設で焼却処理する。 
また、御所浦地区の粗大ごみは、牛深ク
リーンセンターに運搬し処理する。 

706 選別、破砕 

本渡地区清掃センター、松島地区清掃セ
ンター内の粗大ごみ処理施設等で破砕
処理後、資源物を回収し、燃やせるごみ
は焼却施設で焼却処理する。 

1,919 選別、破砕 

資源物 

牛深クリーンセンター、御所浦クリーンセ
ンター、西天草クリーンセンターのプラマ
ーク容器包装類、ビン類、ペットボトル（御
所浦のみ）は、容器包装リサイクル協会ル
ートで再資源化する。 
その他は再生事業者に売却する。 

647 圧縮破砕梱包 

本渡地区清掃センター、松島地区清掃セ
ンターのプラマーク容器包装類、ビン類
は容器包装リサイクル協会ルートで再
資源化する。 
その他は再資源化事業者に売却する。 

1,756 圧縮梱包 

合 計  22,520  

 

（中間処理委託・許可業者） 

住所・氏名 処理を行う場所 内  容 
量

（ｔ） 

残渣の 

処分方法 

㈲森繁産業 
牛深町 334-1 

牛深町 334-1 
（許可）焼却 
木くず、紙くず、繊維くず 
（海岸漂着物を除く） 

1 
再 生 路 盤
材 と し て
処分委託 
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（許可）分別 
粗大ごみ、家電製品類（家
電リサイクル法対象品目を
除く） 

19 売却 

 
 
 
 
 
 
 
 
㈱成和開発 
宮地岳町 3807 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮地岳町 3807 

（許可）破砕 
廃石膏ボード 

3 
再 資 源 化

委託 

（許可）破砕・分級 
がれき類、がれき類に付着
した金属くず、金属くず、
ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず 

23 売却 

（許可）圧縮・梱包 
紙くず、金属くず、廃プラ
スチック類 

 

2 

 

売却 

（許可）破砕 
木くず、廃プラスチック
類、金属くず 

5 売却 

天草町高浜南 7-
2 

（許可）破砕 
木くず、紙くず、繊維く
ず、廃プラスチック類 

7 売却 

天草緑化㈱ 
五和町城河原 
１丁目 3139-1 

五和町城河原 
１丁目 3122 

（許可）破砕 
木くず 

110 
法 面 緑 化
基 盤 材 と
して売却 

㈲下田クリーン
産業 
天草町高浜北
3578-3 

天草町高浜北
3578-3 

（許可）破砕・分級 
がれき類、ガラスくず、コ
ンクリートくず及び陶磁器
くず、金属くず 

1 
再 生 路 盤
材 と し て
売却 

㈲井上産業 
魚貫町 10-14 

魚貫町 10-14 
（許可）圧縮・切断・破砕 
金属くず、木くず、廃プラ
スチック類 

42 売却 

光琳産業㈲ 

牛深町 121-1 
魚貫町 1969-6 

（許可）減容 
廃プラスチック類（廃発泡
スチロール、廃ポリエチレ
ン、廃ポリウレタン） 

1 

再 生 プ ラ
ス チ ッ ク
製 品 類 の
原 料 と し
て売却 

㈲木村建材 

有明町小島子 

477-8 

有明町小島子
477-8 

（許可）破砕・分級 
がれき類、レンガ、瓦、コ
ンクリートくず、がれき類
に付着した金属くず 

692 売却 
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ウ 処理施設 

施設名 所在地 型式 
処理 

能力 

処理 

対象 

処理量 

（ｔ） 

残渣量

（ｔ） 

【焼却施設】 

牛深 

クリーンセンター 

御所浦 

クリーンセンター 

西天草 

クリーンセンター 

 

魚貫町 20-2 

 

御所浦町牧島 4 

天草町高浜北    

4001-22 

ストーカ 

 

36t/8h 

 

10t/8h 

 

17t/8h 

 

 

燃 や せ

るごみ 

 

 

2,620 

 

569 

 

1,518 

 

 

325 

 

71 

 

188 

本渡地区 

清掃センター 

松島地区 

清掃センター 

楠浦町 4751 

 

上天草市松島

町教良木 236 

流動床 

 

ストーカ 

93t/16h 

 

34t/8h 

 

燃 や せ

るごみ 

12,186 

 

599 

1,510 

 

74 

【粗大ごみ】 

牛深 

クリーンセンター 

西天草 

クリーンセンター 

 

魚貫町 20-2 

 

天草町高浜北    

4001-22 

破砕 

10t/5h 

 

3t/5h 

粗大ご

み 

256 

 

92 

62 

 

22 

本渡地区 

清掃センター 

松島地区 

清掃センター 

楠浦町 4751 

 

上天草市松島

町教良木 236 

破砕 

19t/5h 

 

8t/5h 

粗 大 ご
み・燃や
せ な い
ごみ 

2,203 

 

52 

528 

 

12 

【その他施設】 

牛深（埋立） 

クリーンセンター 

西天草 

クリーンセンター 

 

魚貫町 20-2 

 

天草町高浜北    

4001-22 

破砕 

 

2t/h 

 

3t/日 

燃 や せ

な い ご

み 

 

29 

 

11 

 

3 

 

1 

【資源化施設】 

牛深 

リサイクル品保管庫 

御所浦 

クリーンセンター 

西天草 

クリーンセンター 

 

牛深町 1550-81 

 

御所浦町牧島 4 

 

天草町高浜北    

4001-22 

圧縮 

 

350 ㎏/h 

 

3t/日 

 

3t/日 

 

資源物 

 

133 

 

107 

 

66 

 

 

6 

 

5 

 

3 

 

本渡地区 

清掃センター 

資源物処理施設 

松島地区 

清掃センター 

資源物処理施設 

 

楠浦町 4751 

 

上天草市松島

町教良木 236 

 

 

圧縮 

梱包 

1.55t/h 

0.4t/h 

 

0.2t/h 

0.2t/h 

資源物 

 

904 

 

 

52 

 

 

38 

 

 

2 
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④ 最終処分計画 

天草市及び天草広域連合の処理計画による。 

 

ア 天草市及び天草広域連合における最終処分計画 

直 接 埋 立 焼 却 灰 その他の処理残渣 合   計 

天草市        

0t 

 

584t 

 

102t 

 

686t 

天草広域連合 

0t 

 

1,584t 

 

581t 

 

2,165t 

 

イ 埋立計画 

天草市（牛深クリーンセンター、御所浦クリーンセンター及び西天草クリーンセンタ

ー）の焼却処理後の焼却灰、破砕処理後の残渣物については、牛深一般廃棄物最終処分

場にてそれぞれ埋立処分する。 

 

ウ 天草市における最終処分場の概要 

施 設 名 所在地・形式 埋立面積 全体容量 残余容量 埋立計画量 

牛深一般廃棄物
最終処分場 

魚貫町 3240-3 
（管理型） 

6,600 ㎡ 43,000 ㎥ 13,061 ㎥ 

埋立量 
500 ㎥ 

覆土量 
   0 ㎥ 

 

エ 天草市の最終処分委託業者 

廃棄物の種類 委託業者（所在地・名称） 委託内容 処理量 

西天草クリーンセンタ
ーで焼却処理後の焼却
灰及び破砕処理後の残
渣物 

・天草町高浜北 3578-3 

㈲下田クリーン産業 

・宮地岳町 3807 

㈱成和開発 

運 搬 214ｔ 

御所浦クリーンセンタ
ーで焼却処理後の焼却
灰及び破砕処理後の残
渣物 

・御所浦町御所浦 2147 

㈲天草エコ・クリーン 
運 搬 96ｔ 

 

オ 天草広域連合施設における最終処分 

天草広域連合の処理計画による。 

 

⑤ その他 

ア 特別管理一般廃棄物 

（ア）ＰＣＢ廃棄物 

ＰＣＢを部品中に用いた廃電気製品（電子レンジ等）及び絶縁油を使用した蛍光

灯の安定器等は、天草市及び天草広域連合の施設搬入を認めない。 
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（イ）ばいじん及び燃え殻 

天草市の施設について、ばいじんはキレート処理を行い燃え殻と共に市の一般廃

棄物最終処分場に埋立処分とする。 

天草広域連合の施設のばいじん及び燃え殻は、セメント固化処理及びキレート処

理を実施し、埋立処分を行う。 

 

（ウ）感染性一般廃棄物 

天草市及び天草広域連合の施設では、一切搬入は認めていない。 

 

イ 在宅医療廃棄物 

医師の指導により患者などが自ら治療を行う在宅医療で発生した廃棄物については、

鋭利な物や感染性を有しているものについては、医療機関等で回収・処理することとし、

鋭利でないものや非感染性のもの（天草市及び天草広域連合が指定したものに限る）に

ついては、燃やせるごみとして回収を行い、天草市及び天草広域連合の処理施設で焼却

処分を行う。 

 

ウ 適正処理困難物 

家電リサイクル法対象家電（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコ

ン）、資源有効利用促進法に基づくパソコン本体及びディスプレイ、タイヤ（自動車用・

バイク用）、バッテリー、建設廃材、土砂、焼却灰、コンクリート、ブロック、オート

バイ（スクーター含む）、モーター、コンプレッサー類、ペンキ類、劇薬、農業機械類、

農業用ビニール、農薬の空容器、自動車用部品（ホイールキャップ等）、プロパンガス

ボンベ、消火器、ピアノ、ポンプ類、風呂釜、太陽熱温水器、太陽光パネル、発電機、

ボイラー、石油オイル類、除湿機（コンプレッサー装備の物）、直径５㎝以上の枝木類、

注射針、珪藻土製品 など 

 

エ その他のごみの許可 

業種名 ごみの種類 許可業者（所在地・名称） 

収集運搬業 
し尿と家庭排水を併せて処理するグリ

ストラップの油かす 

天草郡苓北町志岐 18 

㈲松栄建設 

〃 
九州電力㈱大宮地川発電所内のごみ 福岡市中央区渡辺通 2 丁目 9-22 

西技工業㈱ 

〃 
災害時の木くず・海岸漂着ごみ 五和町城河原 1 丁目 3139-1 

天草緑化㈱ 

〃 
魚腸骨、斃死魚（再生利用） 長崎県佐世保市江上町 4699 

㈲壹良産業 

 

オ 「あわせ産廃」の処理 
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（ア）事業所が排出する産業廃棄物 

事業所が排出する産業廃棄物のうち、以下の品目は、天草市及び天草広域連合の

一般廃棄物処理施設で一般廃棄物とあわせて資源化する。 

品目：資源物（一般家庭から排出される資源物の中の８項目） 

①ペットボトル ②白色発泡トレー ③発泡スチロール ④プラマーク容器包装類 

⑤空き缶類 ⑥空きビン類 ⑦ガス缶類 ⑧食用油 

 

（イ）畜産農業の鳥インフルエンザに感染した鳥の死体 

畜産農業の鳥インフルエンザに感染した鳥の死体は、「熊本県高病原性鳥インフ

ルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対策マニュアル」に従い処理を行うが、

市及び広域連合が設置する焼却施設では、ウイルス等を飛散させずに安全に焼却炉

に投入する設備を備えていないことから、熊本県と市で協議し、受入れが可能と判

断した場合は、十分な飛散防止対策を講じて牛深・御所浦・西天草クリーンセンタ

ーへ搬入し、これを焼却処理する。 

 

カ 住民に対する広報啓発活動 

（ア）環境美化推進員の設置 

（イ）環境美化業務補助員を設置し、市民や観光客（主に釣り客）に対して、行楽地で

のごみの持ち帰り指導及び不法投棄防止活動など、ごみの適正処理を推進する啓

発活動の実施 

（ウ）ごみ減量及び資源化説明会、施設見学の実施 

（エ）市広報紙へごみ特集等の掲載 

（オ）市内の教育機関や各種団体への環境学習の実施 

（カ）学校給食用牛乳パックの資源化の推進及び天草トレパーの取り組みの支援 

【参考：天草トレパーの取り組み】 

回収した学校給食用牛乳パックをトイレットペーパーとして再資源化し、公

共施設で積極的に活用。児童生徒のごみの減量化・資源化に対する意識向上を

図る。 

（キ）生ごみ処理容器等の推進によるごみ減量化（令和５年度から「生ごみ処理容器等

設置補助金」の補助率・補助上限を引き上げ） 

（ク）コンポストバッグモニタリングの実施 

   （ケ）令和２年７月１日のレジ袋全国一斉有料化に伴い、マイバッグ持参の徹底等更な

る普及啓発活動の実施。また、天草市脱プラ推進協議会を活用した関係者の連携

方策等を行い、小売店での容器包装及び使い捨てプラスチック製品使用の合理化

を推進 

（コ）大衆媒体（みつばちラジオ等）を活用した啓発活動 

   （サ）小型家電（小型充電式電池を含む。）回収推進 

   （シ）環境配慮型事業所認定制度の構築 

（ス）その他 
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⑵ 生活排水処理計画 

① 生活排水処理人口 

 １ 計画処理区域内人口 75,315 人 

 

 ２ 水洗化・生活排水処理人口 54,632 人 

 

 ⑴ 下 水 道 27,362 人 

 ⑵ 集落排水処理人口 4,878 人 

 ⑶ コミュニティ・プラント 0 人 

⑷ 合併処理浄化槽 22,392 人 

 ３ 水洗化・生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽） 7,442 人 

 ４ 非水洗化人口 13,241 人 

 
 ⑴ 計画収集人口 13,241 人 

 ⑵ 自家処理人口 0 人 

 ５ 計画処理区域外人口  0 人 

 

② 収集運搬計画 

ア 収集運搬する生活排水の種類と方法 

（ア）種類 

し尿及び浄化槽その他の排水を処理するための設備から生じた汚泥（天草市汚泥

再生処理センター条例（平成１８年天草市条例第１５７号）第２条の２に限る。）（以

下「し尿及び浄化槽汚泥等」という。）とする。 

（イ）方法 

許可業者及び委託業者により収集運搬する。 

（ウ）収集回数及び収集方法 

し尿及び浄化槽汚泥等については、各戸から許可業者への依頼により個別収集を

実施する。牛深、御所浦、倉岳、新和、五和、天草及び河浦区域は地区貯留槽へ搬

入し、貯留槽から処理施設までを委託業務で運搬する。 

 

生活排水の種類 収集区域 収集運搬主体 収 集 運 搬 業 者（所在地・名称） 

し尿及び浄化槽汚泥等 

本 渡 許可 
・本渡町本戸馬場2340-3  
協業組合本渡清掃公社 

牛 深 

許可 
・牛深町 1705 
㈲牛深清掃公社 

許可・委託 
・牛深町 1705 
㈲牛深環境整備センター 
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有 明 
栖 本 

許可 
・上天草市大矢野町登立 3355-1 
㈱熊本メンテナンス 

御所浦 
倉 岳 

許可・委託 
・上天草市大矢野町登立 3355-1 
㈱熊本メンテナンス 

新 和 
五 和 

許可・委託 
・五和町城河原1丁目 2795-2 

㈱大栄クリーン工業 

天 草 許可・委託 
・天草町高浜南 171-1 
㈲丸野衛生社 

河 浦 

許可・委託 

・天草町高浜南 171-1 
㈲丸野衛生社 

・河浦町河浦 4897-2 
㈲河浦環境清掃公社 

許可 
・河浦町河浦 1948 
㈲河浦衛生 

 

（中継槽の概要） 

名 称 
主

体 
設置場所 構 造 容量 収集区域 搬入施設 

御所浦中継槽 市 御所浦町 
ＦＲＰ造 

（地上式） 
60t 御所浦 

上天草 

衛生センター 
倉岳中継槽 市 倉岳町 

ＲＣ造 

（地下式） 
40t 倉岳 

天草中継槽 市 天草町 
ＲＣ造 

（地下式） 
164t 天草 

天草市 

汚泥再生処理

センター 

河浦松崎中継槽 市 河浦町 
ＲＣ造 

（地下式） 
172t 河浦 

河浦小島中継槽 市 河浦町 
ＲＣ造 

（地下式） 
165t 河浦 

牛深中継槽 市 魚貫町 
ＲＣ造 

（地下式） 
300t 牛深 

新和中継槽 

法

人 
新和町 

ＲＣ造 

（地下式） 
60t 

新和 

市 新和町 
ステンレス造 

（半地下式） 
60t 

五和中継槽 
法

人 
五和町 

ステンレス造 

（地上式） 
20t 

五和 
ステンレス造 

（地上式） 
25t 

ステンレス造 

（半地下式） 
60t 
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（運搬業の許可） 

 

上天草市から上天草衛生センター

（天草市有明町楠甫）への運搬 

 

・上天草市大矢野町登立 3355-1 

㈱熊本メンテナンス 

・上天草市松島町合津 4417-2 

保清衛生㈲ 

・上天草市姫戸町二間戸 3862-70 

㈲山下衛生社 

 

イ 収集するし尿・浄化槽汚泥等の量 

自家処理世帯を除く天草市の全域とする。 

 

種    類 

計 画 収 集 量 

自家処理量 

直 営 委 託 許 可 計 

し 尿 0 ㎘ 0 ㎘ 10,164 ㎘ 10,164 ㎘ 0 ㎘ 

浄化槽汚泥等 0 ㎘ 0 ㎘   30,333 ㎘   30,333 ㎘ 0 ㎘ 

合 計 0 ㎘ 0 ㎘  40,497 ㎘  40,497 ㎘ 0 ㎘ 

 

 

③ 中間処理計画 

   天草市、上天草衛生施設組合及び天草広域連合の処理計画による。 

 

ア 中間処理施設へ搬入されるし尿・浄化槽汚泥等の搬入内訳量 

種  類 直 営 委 託 許 可 合  計 

し尿 0 ㎘ 6,462 ㎘ 3,702 ㎘ 10,164 ㎘ 

浄化槽汚泥等 0 ㎘ 18,640 ㎘ 11,693 ㎘ 30,333 ㎘ 
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イ 天草市、上天草衛生施設組合及び天草広域連合の処分方法 

種  類 処 分 方 法 

中間処理量  

施設処理 
下水道 

投入 
計 

し尿及び 

浄化槽汚泥

等 

 

本渡区域 

牛深区域 

新和区域 

五和地域 

天草区域 

河浦区域 

天草市汚泥再生処理センターに

おいて処理し、資源化施設で助燃

剤化した脱水汚泥・し渣について

は、天草広域連合焼却施設で焼却

し、灰は民間の最終処分場に埋立

処分する。 

沈砂は脱水後に、牛深一般廃棄

物最終処分場に埋立処分する。 

 

 

 

 

 

9,077 ㎘ 

 

 

 

 

 

 

 

45,176㎘ 

処理水 

を含む 

 

 

 

 

 

40,497 ㎘ 

 

 

有明区域 

御所浦区域 

倉岳区域 

栖本区域 

上天草衛生センターにおいて処

理し、し渣は同施設で脱水後に、天

草広域連合焼却施設で焼却し、灰は

民間の最終処分場に埋立処分する。 

 汚泥は発酵後に堆肥として、農

地還元する。 

－ 

  

ウ 天草市及び上天草衛生施設組合の処理施設の概要 

施 設 名 所 在 地 型    式 処理能力 処 理 量 残渣量 

天草市汚泥再
生処理センタ
ー 

志柿町6922 
生物学的脱窒
素処理及び助
燃剤化方式 

し尿 
26 ㎘/日 

浄化槽汚泥等 

65 ㎘/日 
集落排水汚泥 

1 ㎘/日 

年間 
31,499 ㎘ 

 
前処理後下
水道に投入 

助燃剤   
619t 

脱水し渣  
65t 

沈砂・細砂

13t 

上天草衛生セ
ンター 

有明町楠甫 6030 
浄化槽汚泥混
入率の高い脱
窒素方式 

115 ㎘/日 
年間 

9,077 ㎘ 

し渣 
5ｔ 

汚泥 
324ｔ 

堆肥 
131ｔ 

 

エ 農漁業集落排水処理施設からの汚泥の運搬及び処分 

施 設 名 運搬業者 処分業者 
処分する施設名及び 

能力・方法、汚泥の性状 

処分量 

（年） 
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通詞島 

排水処理施設 

㈱大栄クリー

ン工業 

八光海運㈱ 

熊本支店 

堆肥化施設 

22.3 t/日（24 時間） 

堆肥化、脱水汚泥 

 

25t 

 

﨑津 

浄化センター 

八光海運㈱ 

熊本支店 

八光海運㈱ 

熊本支店 

堆肥化施設 

22.3 t/日（24 時間） 

堆肥化、脱水汚泥 

 

20t 

 

本郷 

漁業集落排水

処理施設 

㈱熊本メンテ

ナンス天草営

業所 

上天草衛生

施設組合 

上天草衛生センター 

0.8t/日 

乾燥・醗酵・堆肥化、濃縮汚泥 

 

400 ㎥ 

 

宮田 

浄化センター 

㈱熊本メンテ

ナンス天草営

業所 

上天草衛生

施設組合 

上天草衛生センター 

0.8t/日 

乾燥・醗酵・堆肥化、脱水汚泥 

 

40t 

 

棚底 

浄化センター 

㈱熊本メンテ

ナンス天草営

業所 

上天草衛生

施設組合 

上天草衛生センター 

0.8t/日 

乾燥・醗酵・堆肥化、脱水汚泥 

 

50t 

 

新町 

浄化センター 

㈱熊本メンテ

ナンス天草営

業所 

上天草衛生

施設組合 

上天草衛生センター 

0.8t/日 

乾燥・醗酵・堆肥化、濃縮汚泥 

 

25 ㎥ 

 

宮野河内 

浄化センター 

八光海運㈱ 

熊本支店 

八光海運㈱ 

熊本支店 

堆肥化施設 

22.3t/日（24 時間） 

堆肥化、脱水汚泥 

 

15t 

 

佐伊津 

浄化センター 

協業組合本渡

清掃公社 

八光海運㈱ 

熊本支店 

堆肥化施設 

22.3t/日（24 時間） 

堆肥化、脱水汚泥 

 

40t 

 

 

④ 最終処分計画 

天草市、上天草衛生施設組合及び天草広域連合の処理計画による。 

   

ア 天草市、上天草衛生施設組合及び天草広域連合における最終処分する量 

処 分 方 法 
種           類 

焼 却 灰 汚泥（堆肥） 有 機 液 肥 し   尿 浄化槽汚泥 

埋立  0t 0t        0 ㎘ 0 ㎘ 0 ㎘ 

農 地 還 元  0t 131t 0 ㎘ 0 ㎘ 0 ㎘ 
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イ 天草市、上天草衛生施設組合及び天草広域連合の処分方法 

（ア）天草市汚泥再生処理センターの助燃剤・し渣については、天草広域連合の本渡

地区清掃センターで焼却処理し、灰は民間の最終処分場に埋立処分する。また、

沈砂・細砂については、洗浄後、牛深一般廃棄物最終処分場に埋立処分する。 

（イ）上天草衛生センターのし渣は脱水後に天草広域連合焼却施設で焼却し、灰は民

間の最終処分場に埋立処分する。汚泥は発酵後に堆肥として、農地還元する。 

  

ウ 天草市の最終処分施設 

施 設 名 所在地 埋立面積 全体容量 残余容量 埋立量 

牛深一般廃棄物
最終処分場 

魚貫町 3240-3 
（管理型） 

6,600 ㎡ 43,000 ㎥ 13,061 ㎥ 10 ㎥ 

 

エ 天草広域連合の最終処分 

天草広域連合施設については天草広域連合の処理計画による。 


